
矢巾町における人・農地プランの取り組み状況（ｈ28.3.9更新分）

法人 個人 集落営農

3 西徳田 H28.6.1 H28.3.9 2 6 0 十分確保 ○ ○ ○

11 上赤林 H28.6.1 H28.3.9 2 11 1 十分確保 ○ ○ ○

12 下赤林 H28.6.1 H28.3.9 1 2 0 十分ではない ○ ○ ○ ○

15 煙山 H28.6.1 H28.3.9 1 4 0 十分ではない ○ ○ ○ ○

16 城内 H28.6.1 H28.3.9 0 8 1 十分ではない ○ ○

19 上矢次 H28.6.1 H28.3.9 0 2 1 十分ではない ○ ○

22 三矢巾 H28.6.1 H28.3.9 1 0 0 十分確保 ○ ○ ○ ○

23 和味 H28.6.1 H28.3.9 1 1 1 十分ではない ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 岩清水 H28.6.1 H28.3.9 0 1 2 いない ○ ○ ○

28 太田 H28.6.1 H28.3.9 0 7 1 十分ではない ○ ○ ○ ○

29 白沢第1 H28.6.1 H28.3.9 1 2 0 十分ではない ○ ○ ○

30 白沢第2 H28.6.1 H28.3.9 0 2 2 十分ではない ○ ○ ○
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